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第2回定例会
（令和6年3月）審議結果

条
例
改
正
等

▼ 

清
水
町
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
改
正　

　

税
率
の
改
正
（
国
民
健
康

保
険
制
度
は
令
和
12
年
度
を

目
途
に
北
海
道
で
統
一
の
保

険
料
を
目
指
し
て
お
り
、
税

率
を
改
正
し
て
い
く
も
の
）

【
賛
成
多
数
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
中
小
企
業
・
小

規
模
企
業
振
興
基
本
条

例
の
制
定

　

小
規
模
企
業
振
興
基
本
法

が
制
定
さ
れ
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
も
小
規
模
企
業

振
興
に
関
す
る
政
策
を
策
定
・

実
施
す
る
責
務
が
明
記
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
制
定
。

【
賛
成
多
数
で
可
決
】

▼ 

地
方
自
治
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制

定

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
条
項
の
移
動
が
あ
り
、

自
治
法
の
規
定
を
引
用
し
て

い
る
本
町
の
条
例
に
つ
い
て

改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
行
政
手
続
き
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
個
人
番
号

の
利
用
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　
「
行
政
手
続
き
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
の
改
正
に
よ
る
条

文
の
改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

第
１
号
会
計
年
度
任
用

職
員
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
第
１
号
会
計
年
度
任
用

職
員
に
対
す
る
勤
勉
手
当
の

支
給
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と

に
伴
う
改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

第
２
号
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
第
２
号
会
計
年
度
任
用

職
員
に
対
す
る
勤
勉
手
当
の

支
給
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と

に
伴
う
改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
の
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正

　

デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査

会
で
決
定
し
た
プ
ラ
ン
に
よ

り
、
書
面
掲
示
等
の
ア
ナ
ロ

グ
規
制
の
点
検
見
直
し
方
針

に
基
づ
き
「
特
定
教
育
・
保

育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営

に
関
す
る
基
準
」
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
う
改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
介
護
保
険
税
条

例
の
一
部
改
正

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
、

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
令
和
６
〜
８
年
度
）
に
お

け
る
第
一
号
被
保
険
者
の
介

護
保
険
料
基
準
額
、
段
階
数

の
改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
改
正

　

厚
生
労
働
省
で
定
め
る
「
各

サ
ー
ビ
ス
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
並
び
に
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的

な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
改
正

　

厚
生
労
働
省
で
定
め
る
「
各

サ
ー
ビ
ス
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
指
定
介
護
予
防

支
援
等
の
事
業
の
人
員

及
び
運
営
並
び
に
指
定

介
護
予
防
支
援
等
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
改
正

　

厚
生
労
働
省
で
定
め
る
「
各

サ
ー
ビ
ス
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
指
定
居
宅
介
護

支
援
等
の
事
業
の
人
員

及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正

　

厚
生
労
働
省
で
定
め
る
「
各

サ
ー
ビ
ス
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
等
に
関
す
る
基
準
」

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う

改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】
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補
正
予
算

専
決
処
分

▼ 

令
和
５
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
11
号
）

　

既
定
予
算
に
４
０
０
０
万

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

９
２
億
７
１
４
５
万
５
千
円

と
す
る
。

【
承
認
】

▼ 

令
和
５
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
12
号
）

　

既
定
予
算
か
ら
５
２
０
１

万
４
千
円
を
減
額
し
、
予
算

総
額
を
92
億
１
９
４
４
万
１

千
円
と
す
る
。

　

主
な
増
額
補
正
は
、
い
き

い
き
ふ
る
さ
と
づ
く
り
基
金

積
立
金
、
郵
便
料
、
返
礼
品

費
用
、
寄
付
サ
イ
ト
利
用
手

数
料
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

運
行
事
業
補
助
金
、
能
登
半

島
地
震
災
害
復
旧
支
援
金
、

戸
籍
総
合
シ
ス
テ
ム
改
修
委

託
料
、
国
庫
道
費
負
担
金
返

還
金
（
自
立
支
援
給
付
費
）、

審議結果第2回定例会
（令和6年3月）

そ
の
他
の
議
案

人
事
案
件

乳
幼
児
等
医
療
費
、
施
設
型

給
付
費
、
障
害
児
通
所
給
付

費
、
十
勝
圏
複
合
事
務
組
合

負
担
金
（
ご
み
処
理
分
・
し

尿
処
理
分
）、
自
動
車
事
故

賠
償
金
、
有
害
鳥
獣
侵
入
防

止
電
牧
柵
等
設
置
補
助
金
、

財
政
調
整
基
金
な
ど
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

令
和
５
年
度
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
５
号
）

▼
令
和
５
年
度
後
期
高
齢

　

者
医
療
保
険
特
別
会
計

　

補
正
予
算
（
第
４
号)

 

▼ 

令
和
５
年
度
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

５
号
）

▼ 

令
和
５
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
13
号
）

１
９
４
万
３
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
92
億
２
１
３
８

万
４
千
円
と
す
る
。

　

主
な
増
額
補
正
は
、
町
民

バ
ス
の
車
両
修
繕
費
。

【
賛
成
多
数
で
可
決
】

▼ 

教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
い
て

　

板
橋
亜
紀
さ
ん
（
本
通
５
）

を
教
育
委
員
会
委
員
に
選
任

（
再
）
し
た
い
旨
の
町
長
提

案
が
あ
り
、
議
会
は
同
意
し

ま
し
た
。

▼ 

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
に
つ
い
て

　

伊
藤
香
織
さ
ん
（
日
の
出

２
）
を
推
薦
し
た
い
旨
の
町

長
提
案
が
あ
り
、
議
会
は
「
適

任
」
と
し
ま
し
た
。

▼ 
清
水
町
水
道
事
業
給
水

条
例
の
一
部
改
正

　
「
水
道
法
」
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
引
用
す
る

条
文
の
改
正
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

清
水
町
議
会
議
員
の
請

負
の
状
況
の
公
表
に
関

す
る
条
例
の
制
定

　
　
　
（
議
員
提
出
議
案
）

　

地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、

議
員
の
兼
業
禁
止
の
規
定
が

改
正
さ
れ
、
政
令
で
定
め
る

一
定
金
額
で
あ
る
３
０
０
万

円
ま
で
は
議
員
個
人
に
よ
る

町
の
請
負
が
規
制
の
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

議
員
個
人
の
請
負
の
透
明
性

を
確
保
し
、
議
会
の
運
営
の

構
成
及
び
事
務
の
執
行
の
適

性
を
図
る
こ
と
に
よ
る
制
定
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

令
和
５
年
度
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算（
第
6
号
）

▼ 

令
和
５
年
度
下
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第

4
号
）

【
す
べ
て
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

損
害
賠
償
の
額
の
決
定

及
び
和
解
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
12
月
、
清
水
町

字
羽
帯
南
12
線
１
０
３
番
地

清
水
円
山
展
望
台
に
お
い
て
、

町
公
用
車
が
坂
道
走
行
中
路

面
凍
結
に
よ
り
ス
リ
ッ
プ
し
、

後
続
の
車
両
に
衝
突
し
損
傷

を
与
え
た
こ
と
に
よ
る
損
害

賠
償
。

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

町
道
の
路
線
廃
止
に
つ

い
て

【
路
線
名
】
側
道
南
清
水
２

号
道
路

【
起
点
】
清
水
町
字
羽
帯
２

５
２
番
４
地
先

【
終
点
】
清
水
町
字
羽
帯
５

１
３
番
３
地
先

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

▼ 

町
道
の
路
線
認
定
に
つ

い
て

【
路
線
名
】
西
清
水
２
号
東

道
路

【
起
点
】
清
水
町
南
１
条
西

６
丁
目
15
番
２
地
先

【
終
点
】
清
水
町
南
１
条
西

６
丁
目
５
番
地
先

【
全
員
賛
成
で
可
決
】

板橋　亜紀 さん伊藤　 香織 さん


